
事務事業の概要・計画（PLAN）

3 款 1 項 1 目

□ 評価対象事業 ■ 評価対象外事業（事業の概要・結果のみ）

30

■

事業活動の内容・成果（DO）

前 4 4

事務事業評価（CHECK)

年度 9 年度 5年間の合計

自己判定
(担当責任

者)
事業の成果 県と共同して効率的な運営を図ることができた。

一次判定 事業の
方向性

■ 事業継続と判断する。

判断の理由 国民健康保険制度の運営のために必要な事業である。□

□ 事業廃止と判断する

事業縮小と判断する

向こう５年間の直接事業費の推移
（千円）

5 年度 6 年度 7

主な実施主体 直接実施
実施形態（補助金・指定管
理料・委託料等の記載欄）

720,666 720,666 720,666 720,666 720,666 3,603,330

年度 8

709,863

1人工当たりの人件費単価 7,841 7,794 7,794

※　直接事業費＋人件費

0.01職員の人工（にんく）数 0.01 0.01

711,649 711,650

地 方 債 0 0 0 0 0

391,647 66,299 0 0 462,013

0 224,602

一 般 財 源 462,904

0

711572 248425 709785
財
源
内
訳

国 庫 支 出 金 885 0 0 0 0 0

県 支 出 金 25,694 19,262 2,943 0 0 23,170

そ の 他 222,088 300,663 △ 69,242 0

年度実績

直   接   事   業   費 711,571 711,572 0 0 0 709,785

納付金（医療給付費分）

決算額 項       目 単位 年度実績 年度予定 9月末の実績項           目 前年度決算 当初予算額 補正予算額 継続費その他 翌年度繰越

千円 711571

事業の内容
（整備内容）

国民健康保険の都道府県化に伴い、市町が支払う保険給付費の全額を都道府県が市
町に交付（保険給付費交付金）することになる。その財源として、都道府県が市町
から納付金を徴収する。

評価事業としない
こととした理由

必要経費のみの支出であるため。

事 業 費 及 び 財 源 内 訳 （ 千 円 ） 事 業 活 動 の 実 績 （ 活 動 指 標 ）

総合計画における
本事業の役割

制度の持続的・安定的な運営を図り、安心して医療サービスを受けることのできる環境を整備する。

事業の対象 国民健康保険一般被保険者 事業の目的
都道府県が国保財政運営の責任主体となり、医療提供体制の整備・構築と併せて、
地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担のあり方を総合的に検討するこ
とを目的とする。

健康福祉都市の創造
【終了】

令和 年度(予定)

生涯にわたる健康づくり 設定なし

事業評価の有無 担当責任者名 清家麻里

法令根拠等 国民健康保険法　　　持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律（平成27年5月公布、平成30年度施行）

実 施 期 間

【開始】 令和/平成 年度

総合計画での
位置付け

国民健康保険特別会計（事業勘定） 担当課 市民課

予算科目 事業番号 7200 所属長名 高橋洋司

令和 4 年度　事務事業評価シート

事務事業名 (国保)一般被保険者医療給付費納付金
会計名称


